
        工事請負契約書      ①会社控え 

       （以下「甲」という）と 有限会社 ニシキ建創  （以下「乙」という）と

は、後記１～７までの記載事項及び後記条項に基づき、建築工事請負契約を締結しましたので、

その証として本書 2 通を作成し、甲乙各 1 通を保管する。 

 

１ 工事名               工事 

 

２ 工事内容               工事 

 

３ 工事場所  

 

４ 工    期  着手（令和  年  月  日）※天候・納期・段取りにより変更する場合がございます 

      完成（令和  年  月  日） 

 

５ 請負代金額                          金            円（税込） 

うち工事価格                   金                    円 

取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金               円 

(注) 請負代金額は、工事価格に取引にかかる消費税及び地方消費税の額を加えた額 

 

６ 支払方法   第１回         金              円 

第２回                金               円 

完成引渡のとき      金              円 

ローン支払い 

７ 特約事項  振込先  

        南日本銀行 加治木支店  普通 335181 有限会社ニシキ建創 

        鹿児島銀行 加治木支店  普通 3022453 有限会社ニシキ建創 

HP などでの施工事例・アンケート等掲載へのご協力    協力します・しません 

上記記載に氏名・顔写真の掲載へのご協力        協力します・しません 

リフォームの工法・仕上がりに関しては、両者 協議の元で決定する 

 

令和  年   月   日 

甲(注文者) 〒     

住所  

     氏名                 ㊞ 

      電話  

 

乙(請負者) 住所 〒899-5223 鹿児島県姶良市加治木町新生町 585-14 

  氏名 有限会社 ニシキ建創      ㊞ 
                                           代表取締役 山﨑 貴臣（やまさきたかおみ） 

TEL0995-62-0134  FAX0995-62-0180 

                    担当者名：

 



 
 
第１条 （総則） 

甲に対し、乙は、建築請負工事契約書の表記２に記載の建物の建築

工事を請け負い、これを完成することを約束し、甲は、これに対し

請負代金を支払うことを約束する。 
第２条 （使用承諾書の提出） 

建築用地が借地のときは、甲は、着工前に乙に当該建築用地の使用

にかかる土地所有者の承諾書を提出するものとする。 
第３条 （権利義務の承継） 

当事者は、相手方の書面による承諾を受けなければ、この契約から

生じる自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受け

させることはできない。 
第４条 （工事の変更） 

当事者間に工事の内容を変更せざるを得ない事情のあるときは、そ

の変更の内容、工期並びに請負代金について、甲乙協議の上、書面

によってこれを定めるものとする。ただし、着工後において請負代

金の一割に相当する金額を超える工事内容の減少は、これを認めな

いものとする。 
第５条 （工期の変更） 

乙は、工事に支障を及ぼす天災、天候の不良、建築確認等の法令に

基づく許認可の遅延その他乙の責に帰することのできない事由に

よって工期内に工事を完成することができないときは、甲に遅滞な

くその理由を付して工期の延長を求めることができるものとする。 
第６条 （一般の損害） 

工事の完成引渡までに建物、工事材料その他施工一般について生じ

た損害は、乙の負担とする。 
２ 前項の損害のうち、次の各号の一つに該当するものは、前項の規

定にかかわらず甲の負担とし、乙は、必要に応じて工期の延長を求め

ることができる。 
① 甲の都合によって着工期日までに着工できなかったとき、又は甲が

工事を繰り延べ若しくは中止させたとき 
② 前払金又は部分払金が遅れたため、乙が着工せず又は中止をしたと

き 
③ その他甲の責に帰すべき事由によるとき 

第７条 （第三者の損害） 
施工のために第三者に損害を生じたときは、乙がその賠償の責を負

う。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、

甲がその賠償の責を負う。 
第８条 （第三者との紛議） 

工事に関し、第三者との間に紛議が生じたときは、甲乙協力して次

の各号に従いその解決にあたる。 
① 振動、騒音等施工を原因として生じた紛議は、乙がその解決にあた

り、甲乙協議の上、必要な措置をとる。 
② 日照妨害、眺望侵害等敷地の土地利用形態を原因として生じた紛議

は、甲がその解決にあたり、乙は、甲と協議の上、必要と認めると

きは、第６条２項による措置をとる。 
第９条 （不可抗力による損害） 

天災その他甲乙いずれの責にも帰することのできない不可抗力に

よって工事の既成部分、工事材料に損害を生じたときは、乙は、事

実発生後速やかにその状況を甲に通知する。 
 

第１０条 （検査、引渡並びに請負代金の支払） 
乙が工事を完成したときは、乙は、その引渡に先立って、甲の検査

を求め、甲は速やかにこれに応じて、乙の立会のもとに検査を行う。 
 

 
 
２ 検査の結果、工事に瑕疵があったときは、乙は速やかにこれを修

補する。ただし、瑕疵が軽微である場合は、乙は引渡後においてこれ

を修補することができる。 
３ 本条の検査を終了したときは、甲は、乙に請負代金の支払を完了

し、乙は甲に建物を引渡す。 
第１１条 （住宅ローン等利用の場合） 

甲が請負代金の支払の一部に充てるため、乙の提携する金融機関か

ら金銭の借入を行い、乙が当該債務を甲のために保証したときは、

甲は、乙の求償債権を担保するため、建物並びにその敷地につき、

抵当権設定契約を締結し、建物の引渡の前日までに、委任状、印鑑

証明その他抵当権設定登記に必要な書類一式を乙に交付する。 
２ 甲が請負代金の支払の一部に充てるため、住宅金融公庫又はその

他の公的機関から金銭の借入を行い、当該融資金による支払を当該融

資時に行うときは、甲は乙に対し、引渡しの前日までに、当該融資金

の代理受領に必要な書類一式を交付するとともに、当該融資額に相当

する請負代金額について準消費貸借（乙の指示あるときは「債務確認

弁済並びに抵当権設定契約」をいう）を結び、その証書（乙の指示あ

るときは、「債務確認弁済並びに抵当権設定契約証書」をいう）を交

付する。 
３ 前二項に定める借入については、甲は、乙にその融資金の代理受

領を委任する。 
４ 前項により乙が融資金を代理受領したときは、乙は、直ちにこれ

を請負代金債務の弁済に充当することができるものとし、この充当を

もって、乙が甲に対して負担する代理受領金銭引渡債務は、充当額を

限度に相殺により消滅する。 
５ 前項により弁済充当したときは、乙は、甲に対して遅滞なく、充

当の時期及び金額を通知する。 
６ 本条に定める以外の金額で、甲がこの契約において乙に代理受領

させることにしたものについては、前二項を準用する。 
第１２条 （借入が不承認になった場合の処置） 

甲の前条第１項の金銭の借入申込が不承認になったときは、乙は、

この契約を締結時に遡って解除することができる。 
２ 前項の場合には、乙は既収代金からそれまでに要した費用を控除

した金額を甲に返還するものとする。 
第１３条 （遅延損害金） 

乙が工期内に工事を完成できないときは、甲は、遅延日数１日につ

き請負代金総額の１００の１以内の損害金を請求することができ

る。ただし、第４条、第５条、第６条第２項のいずれかに該当する

ときは、この限りではない。 
第１４条 （瑕疵担保責任） 

乙は、引渡の日から建物構造軀体については１年間、その他につい

ては１年間の瑕疵担保責任を負う。ただし、附帯設備及び付属設備

のうち、製造者保証のあるものは当該保証による。 
第１５条 （契約書作成費用） 

この契約書の作成に要する費用（貼用印紙代を含む）は、甲乙折半して

負担する。 
 

第１６条 （紛争の解決） 
この契約について紛争の生じたときは、当事者双方又は一方から相

手方の承認する第三者を選んでこれに紛争の解決を依頼するか又

は建築業法等の定める解決方法による。 
第１７条 （附則） 
この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

 

特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書 

 

 

 

ご契約頂きますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この説

-明書・工事請負契約約款を充分にお読み下さい。 
①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して 8 日以内は、お客様(注文者)は文

書をもって工事請負契約の解除（クーリングオフと呼びます）ができ、その効力は解除する旨の文書を発した時に生ずるもの

とします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使は出来ません。 
※ お客様（注文者）がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様（注文者）からのご請求によりご自

宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等 
②上記期間内に契約の解除（クーリングオフ）があった場合 
 ァ）請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払いを請求することはありません。 
 ィ）契約の解除があった場合に、既に商品の引き渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は、請負者の負担にな

ります。 
 ゥ）契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。 
 ェ）役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様（注文者）は無料で元の状態にも

どすよう請求する事が出来ます。 
 ォ）すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様（注文者）に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを

請求することはありません。 
③上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様（注文者）が誤認し、または威迫し

たことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交

付され、その内容について説明を受けた日から 8 日を通過するまでは書面によりクーリングオフする事が出来ます。 

 

契 約 条 件 


